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無 料 相 談
相談名 日時等 場　所 申込み・問合せ

人権相談

12 月 4日（火）13：00～ 16：00
相談委員 	大梧　光順	さん（大　桐）
	 和田　幸江	さん（阿久和）
昭和24年以来、12月4日から10日までの1週
間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴
えるとともに人権思想の普及高揚に努めています。

南条保健福祉センター 町民税務課
☎ 47－8015

結婚相談

12 月 2日（日）、20日（木）、
平成 31年 1月 6日（日）
13：00～ 15：00

今庄住民センター 当日の相談電話
☎ 45－1111

12 月 5日（水）、9日（日）、19日（水）
13：00～ 15：00 南条保健福祉センター 当日の相談電話

☎ 47－3767
12 月 6日（木）、20日（木）
13：00～ 15：00 河野住民センター 当日の相談電話

☎ 48－2111
法律相談

（事前要予約）
12 月 11日（火）13：00～ 16：00
相談員 	 河野　哲	弁護士 今庄福祉センター 社会福祉協議会今庄支所

☎ 45－1175

行政相談

12月8日（土）9：00～11：00
相談委員 	 尾﨑　政代	さん（新北府） 今庄住民センター

観光まちづくり課
☎ 47－8013

12 月 15日（土）9：00～ 11：00
相談委員 	 井上　英之	さん（金　粕） 南条保健福祉センター

12月 18日（火）9：00～ 11：00
相談委員 	 上島　信敬	さん（大　良） 河野住民センター

世界エイズ
デーにおける
夜間エイズ
相談・検査

12 月 4日（火）17：00～ 20：00
＜結果説明＞
12月 11日（火）17：00～ 20：00

丹南健康福祉センター
（鯖江市水落町 1丁目
2-25）

丹南健康福祉センター
地域保健課
℡ 51－0034

■問合せ　町民税務課　	☎ 47－ 8015

北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12/10 ～ 12/16）～忘れないで！北朝鮮による日本人拉致問題～

同 和 問 題

　拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき
課題とされる中、法務省では、毎年 12月 10日から同月 16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定
めています。これらの問題を解決するには、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関
心と認識を深めていくことが大切です。

　同和問題とは同和地区や被差別部落の出身であることや、そこに住んでいるという理由で結婚、就職等
で差別を受けるという問題です。本人の責任ではないことを理由に差別をすることは、生きる権利を踏み
にじることに繋がります。誤った偏見をなくし、広い視野でお互いの人権を尊重しましょう。
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